
大和都市計画高度地区の変更（大和郡山市決定）

都市計画高度地区を次のように変更する。

種 類 面 積 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度

１５ｍ高度地区 約６２２．２ha 建築物の高さは、その最高限度を１５ｍとする。

２０ｍ高度地区 約１８３．１ha 建築物の高さは、その最高限度を２０ｍとする。

２５ｍ高度地区 約９１．８ha 建築物の高さは、その最高限度を２５ｍとする。

３１ｍ高度地区 約１３１．４ha 建築物の高さは、その最高限度を３１ｍとする。

合 計 約１０２８．５ha

Ⅰ．既存不適格建築物等の適用除外

１ これらの高度地区が指定された際、当該地区内に現に存する建築物については、その高さ

が当該地区内における建築物の高さの最高限度を超える場合であっても、これを超えない建

築物とみなす。ただし、当該指定後の増築等により当該最高限度を超えることとなる部分に

ついては、この限りでない。

２ 前項の規定は、従前に適用されていた高度地区内における建築物の高さの最高限度のいず

れについても、その高さを超えていた建築物には適用しない。

３ 前項に規定において、高度地区内における建築物の高さの最高限度が適用されていなかっ

た建築物について、これが新たに適用されたことにより、その高さが当該最高限度を超える

こととなった場合については、超えていなかったものとみなす。

４ 第一項規定において、当該地区内に現に存する建築物には、当該地区が指定された際当該

地区内において現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を含むものとする。

５ 前項の規定は、第三項の場合について準用する。この場合において、「第一項」とあるの

は「第三項」と「当該地区内に現に存する建築物」とあるのは「高度地区内における建築物

の高さの最高限度が適用されていなかった建築物」と、「当該地区が指定された際」とある

のは「これが新たに適用された際」と読み替えるものとする。

Ⅱ．許可による特例

市長が周囲の環境上、景観上支障がないと認め、大和郡山市都市計画審議会の了承を得て

許可した場合は、その許可の範囲内において上記の制限を超えることができる。

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理 由

大和都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分並びに用途地域に関する都市計画の変更に

伴い高度地区を変更するもの。



大和都市計画高度地区の変更（大和郡山市決定）

計画書新旧対照表

都市計画高度地区を次のように変更する。

種 類 面 積 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度

１５ｍ高度地区

〔約６３２．０ha〕

約６２２．２ha

建築物の高さは、その最高限度を１５ｍとする。

２０ｍ高度地区

〔約１７５．８ha〕

約１８３．１ha 建築物の高さは、その最高限度を２０ｍとする。

２５ｍ高度地区 約９１．８ha 建築物の高さは、その最高限度を２５ｍとする。

３１ｍ高度地区

〔約１２８．６ha〕

約１３１．４ha

建築物の高さは、その最高限度を３１ｍとする。

合 計

〔約１０２８．２ha〕

約１０２８．５ha

Ⅰ．既存不適格建築物等の適用除外

１ これらの高度地区が指定された際、当該地区内に現に存する建築物については、その高さ

が当該地区内における建築物の高さの最高限度を超える場合であっても、これを超えない建

築物とみなす。ただし、当該指定後の増築等により当該最高限度を超えることとなる部分に

ついては、この限りでない。

２ 前項の規定は、従前に適用されていた高度地区内における建築物の高さの最高限度のいず

れについても、その高さを超えていた建築物には適用しない。

３ 前項に規定において、高度地区内における建築物の高さの最高限度が適用されていなかっ

た建築物について、これが新たに適用されたことにより、その高さが当該最高限度を超える

こととなった場合については、超えていなかったものとみなす。

４ 第一項規定において、当該地区内に現に存する建築物には、当該地区が指定された際当該

地区内において現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を含むものとする。

５ 前項の規定は、第三項の場合について準用する。この場合において、「第一項」とあるの

は「第三項」と「当該地区内に現に存する建築物」とあるのは「高度地区内における建築物

の高さの最高限度が適用されていなかった建築物」と、「当該地区が指定された際」とある

のは「これが新たに適用された際」と読み替えるものとする。

Ⅱ．許可による特例

市長が周囲の環境上、景観上支障がないと認め、大和郡山市都市計画審議会の了承を得て

許可した場合は、その許可の範囲内において上記の制限を超えることができる

「上段〔 〕書き：変更前」



高度地区変更地区一覧表

大和郡山市

整理番号 箇所名 面積（Ｈａ） 現行 変更 変 更 理 由

市街化区域の編入に伴い、高度地区

を指定する。

市街化区域の編入に伴い、高度地区

を指定する。

市街化調整区域への逆編入に伴い、

高度地区の指定を解除する。

市街化調整区域への逆編入に伴い、

高度地区の指定を解除する。

市街化区域の編入に伴い、高度地区

を指定する。

市街化区域の編入に伴い、高度地区

を指定する。

小林町 約０．１ － １５ｍ高度地区

九条駅東 約１．６ － ２０ｍ高度地区

小泉町 約１．０ １５ｍ高度地区 －

矢田山町 約０．４ １５ｍ高度地区 －

池沢町 約２．８ ２０ｍ高度地区 ３１ｍ高度地区

田中町 約８．５ １５ｍ高度地区 ２０ｍ高度地区

３Ｈ－５

３Ｈ－６

３Ｈ－１

３Ｈ－２

３Ｈ－３

３Ｈ－４
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水
路
界

整理番号３Ｈ－１

無指定→

１５ｍ高度地区

計 画 図

Ｓ＝１／２５００

３１ｍ高度地区

２５ｍ高度地区

２５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

２０ｍ高度地区

２０ｍ高度地区
高度地区変更区域

凡 例



道路界
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無指定→

２０ｍ高度地区

整理番号３Ｈ－２計 画 図

Ｓ＝１／２５００

１５ｍ高度地区

２０ｍ高度地区

凡 例

高度地区変更区域

２０ｍ高度地区

１５ｍ高度地区



地番界

１５ｍ高度地区→無指定

整理番号３Ｈ－３計 画 図

Ｓ＝１／２５００

２０ｍ高度地区

凡 例

高度地区変更区域

１５ｍ高度地区

１５ｍ高度地区
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界

地番界

地番界

地番界

道
路
界

１５ｍ高度地区→無指定

整理番号３Ｈ－４計 画 図

Ｓ＝１／２５００

１５ｍ高度地区

２０ｍ高度地区

凡 例

高度地区変更区域



２０ｍ高度地区 ３１ｍ高度地区

整理番号３Ｈ－５
計 画 図

Ｓ＝１／２５００

２０ｍ高度地区

１５ｍ高度地区

凡 例

高度地区変更区域



整理番号３Ｈ－６

１５ｍ高度地区→２０ｍ高度地区

１５ｍ高度地区→２０ｍ高度地区

計 画 図

Ｓ＝１／２５００

１５ｍ高度地区

凡 例

高度地区変更区域
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